
平
成
十
九
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

四

八

号

金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
に
対
す
る
政
府
の
認
識
と
前
内
閣
総
理
大
臣
の
認
識
の
相
違
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
に
対
す
る
政
府
の
認
識
と
前
内
閣
総
理
大
臣
の
認
識
の
相
違
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
一
年
五
月
、
北
朝
鮮
の
国
家
指
導
者
で
あ
る
金
正
日
氏
の
息
子
で
あ
る
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
（
以
下
、
「
金

正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）
が
来
日
し
、
入
国
管
理
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と

い
う
。
）
が
起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八

第
一
一
四
号
）
で
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
者
が
、
北
朝
鮮
の
金
正
日
国
防
委
員
長
の
子
で
あ
る
金
正
男
氏
で

あ
っ
た
と
確
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
二
〇
〇
六
年
十
月
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
当
時
の
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
「
委

員
御
指
摘
の
そ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
情
報
の
中
に
お
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後

も
う
随
分
た
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
集
め
ら
れ
た
情
報
の
中
に
お
い
て
、
極
め
て
蓋
然
性
は
高
い
、
金
正
男
氏
で

あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
と

現
政
府
の
答
弁
に
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
安
倍
総
理
の
答
弁
か
ら
し
て
、
「
事
件
」
に
際
し
て
来
日
し
た
人
物
は
金
正
男
氏
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
の
が
当

然
で
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
な
に
ゆ
え
政
府
は
事
実
を
事
実
と
し
て
受
け
止
め
ず
、
「
政
府
答
弁
書
」
に
あ
る
よ
う
な
答
弁

一



を
行
う
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
事
件
」
に
際
し
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
を
我
が
国
か
ら
出
国
さ
せ
る
際
に
当
時
の
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局

の
佐
藤
重
和
審
議
官
ら
が
同
行
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
佐
藤
審
議
官
ら
は
誰
の
指
示
に
よ
り
、
何
の
目

的
で
同
行
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

佐
藤
審
議
官
ら
が
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
へ
同
行
す
る
こ
と
を
決
め
た
決
裁
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、

「
事
件
」
に
際
し
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
に
同
行
し
た
外
務
省
職
員
の
氏
名
と
当
時
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

五

三
の
他
に
も
、
我
が
国
に
不
法
入
国
し
た
外
国
人
を
出
国
さ
せ
る
際
に
外
務
省
職
員
、
し
か
も
審
議
官
ク
ラ
ス
の
幹
部
が

当
該
外
国
人
に
同
行
し
た
と
い
う
事
例
は
あ
る
か
。

六

佐
藤
審
議
官
ら
が
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
に
同
行
し
た
際
、
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
と
会
話
を
交
わ
し
た

か
。

七

佐
藤
審
議
官
ら
よ
り
「
金
正
男
氏
と
思
わ
れ
る
者
」
へ
の
同
行
に
つ
い
て
の
報
告
が
外
務
省
に
な
さ
れ
た
か
。
な
さ
れ
た

の
な
ら
ば
、
右
は
文
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


